新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
	新
	旧

	高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則(抜粋)
	高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則(抜粋)

	本則
	本則

	
	

	(趣旨)

第1条　この規則は、高知県立塩見記念青少年プラザの設置及び管理に関する条例(平成16年高知県条例第2号。次条において「条例」という。)の規定に基づき、高知県立塩見記念青少年プラザ(以下「プラザ」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
	(趣旨)

第1条　この規則は、高知県立塩見記念青少年プラザの設置及び管理に関する条例(平成16年高知県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高知県立塩見記念青少年プラザ(以下「プラザ」という。)の使用料に関して必要な事項を定めるものとする。

	(多目的室及び音楽スタジオの附属設備の計算単位当たりの使用料の額)
第2条　消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることとなる条例別表第2の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。
	(多目的室及び音楽スタジオの附属設備の使用料の額)
第2条　条例別表第2の規定による多目的室及び音楽スタジオの附属設備の使用料の額は、別表の左欄に掲げる附属設備ごとに同表の右欄に掲げる額とする。

	
	(使用料の減免)
第3条　条例第7条の規定に基づき使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

	
	(1)　県又は教育委員会が共催又は後援する青少年(25歳未満の者をいう。)の健全育成の事業のために利用する場合

	
	(2)　前号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めた場合

	
	(使用料の還付)
第4条　条例第8条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合は次に掲げる場合とし、その還付する額は既納の使用料の額に相当する額とする。

	
	(1)　教育委員会又は指定管理者の都合により利用の許可を取り消した場合

	
	(2)　災害その他の不可抗力により利用できなくなった場合

	
	

	別表(第2条関係)
区分
計算単位
計算単位当たりの使用料
18歳未満の者等
18歳未満の者等以外の者
多目的室
ＡＶ機器セット
許可1回
920円
1,820円
プロジェクター・スクリーン
許可1回
960円
1,910円
卓球台(附属品を含む。)
許可1回
80円
160円
音楽スタジオ
ドラムセット
許可1回
90円
180円
キーボード
許可1回
100円
190円
キーボードアンプ
許可1回
20円
40円
ギターアンプ
許可1回
30円
50円
エレキギターアンプ
許可1回
40円
70円
ベースアンプ
許可1回
40円
70円
簡易ＰＡセット
許可1回
110円
200円
録音機材セット
許可1回
210円
410円
備考　この表において「18歳未満の者等」とは、青少年のうち、18歳未満の者並びに18歳以上の者で高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校及び専修学校の高等課程に在学する者をいう。
	別表(第2条関係)
施設ごとの附属設備の名称
基本使用料(許可1回当たり)
18歳未満の者等
18歳未満の者等以外の者
多目的室
ＡＶ機器セット
960円
1,910円
プロジェクター・スクリーン
1,000円
2,000円
卓球台(附属品を含む。)
80円
160円
音楽スタジオ
ドラムセット
90円
180円
キーボード
100円
190円
キーボードアンプ
20円
40円
ギターアンプ
30円
50円
エレキギターアンプ
40円
70円
ベースアンプ
40円
70円
簡易ＰＡセット
110円
210円
録音機材セット
220円
430円
備考　この表において「18歳未満の者等」とは、青少年のうち、18歳未満の者並びに18歳以上の者で高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校及び専修学校の高等課程に在学する者をいう。

	
	


